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ハイライト 

リース会計に関する抜本的な変更が、2010 年 8 月 17 日に IASB 及び FASB
（以下、両審議会）が公表した公開草案において提案されている。これはリー

スに係る両審議会によるジョイント・プロジェクトの成果である。公開草案では

大部分のリースに対して単一のモデルを適用することが提案されており、これ

により実質的にリースをオフ・バランスすることはできなくなる。提案されている

モデルにより、企業はリースの会計処理に対し数多くの見積りを行い、それを

定期的に再評価することが求められる。公開草案が提案どおりに最終基準化

された場合、既存のリースも移行時に影響を受け、いかなるリースもその適用

が免除されることはない。 

提案されているモデルはその開発に数年を要しており、以下のような現行モデ

ルに対して頻繁になされる批判に対処するものである。 

• 経済的に類似するリース取引に異なる会計処理がなされることがある。 

• オペレーティング・リースから生じる重要な資産及び負債が計上されな

い。 

• リース開始時に行った見積りが再評価されることがない。 

適用対象 

提案されているモデルでは、契約がリースであるか、もしくは契約にリースが

含まれているか否かを評価する現行規定 1

  

の大部分が引き継がれている。そ

の結果、現行の会計基準においてリースとみなされている契約は、通常、提

案されている基準のもとでもリースとみなされることになると思われる。公開草

案では、IAS第 40 号「投資不動産」に従い公正価値で測定される投資不動産

のリースは適用対象から除外されている。 

                                                   
1 IFRIC 第 4 号 契約にリースが含まれているか否かの判断 
 
 

要点 

▶ IASB（国際会計基準審議会）と

FASB（米国財務会計基準審議

会）が公表したリース会計に関す

る公開草案により、大部分のリー

スに対して単一の会計処理が行

われることになる。 

▶ 適用対象となるリース契約から生

じるすべての資産と負債を財政状

態計算書（貸借対照表）で認識す

る。 

▶ 現行の IFRS に基づくリース会計

からの抜本的な変更が提案され

ている。 

▶ 以下の基準書及び解釈指針書が

公開草案と置き換わることにな

る。 

▶ IAS 第 17 号「リース」 
▶ IFRIC 第 4 号「契約にリースが

含まれているか否かの判断」 
▶ SIC 第 15 号「オペレーティン

グ・リース――インセンティブ」 
▶ SIC 第 27 号「法的形態はリー

スであるものを含む取引の実

態の評価」 
▶ 公開草案に対するコメントは

2010 年 12 月 15 日まで受け付

けている。 
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弊社のコメント 

リースに該当するか否かを判断する際の基準に

変更はないものの、多くの契約に関するそのよう

な判断はより重要なものになると考えられる。オ

ペレーティング・リース及びサービス契約に関す

る現行の会計処理は類似していることが多いた

め、オペレーティング・リースに分類されるリース

がサービス契約に含まれているか否かの判断

によって、通常、その契約の会計処理が大きく

異なることにはならない。公開草案では、すべて

のリースがオン・バランスされ、サービス契約に

関する会計処理と異なることになるため、この点

に変化が生じうる。 

借手の会計処理 

借手は、リース料支払債務の現在価値を負債とし

て、またリース期間に渡ってリースされる資産を使

用する権利を資産（使用権資産）として計上するこ

とが求められる。リースごとに計上すべきリース資

産及びリース負債は、リース期間に渡って支払うと

予想されるリース料に基づくことになる。 

予想支払リース料は不確実な事象や条件に関す

る見積りや判断に基づいて測定される。この場合

の見積もりや判断には、更新オプションやリース期

間に渡って支払われる変動リース料を検討するこ

とが含まれる。これらの見積もりはリース開始時に

行われることになるが、現行の会計基準とは大幅

に異なるものである。 

事後測定 

使用権資産はリース期間又は原資産の耐用年数

のいずれか短い期間で償却される。借手は IAS 第

16 号「有形固定資産」に従い、使用権資産を公正

価値で評価することも認められる。加えて、使用権

資産は IAS 第 36 号「資産の減損」の減損検討対

象ともなる。実効金利法によりリース料支払債務に

係る支払利息が認識される一方で、リース料支払

債務はリース料を支払うことで減少する。大抵のリ

ースでは、（リース料支払債務が減少することによ

り支払利息が減少するため）認識される総費用（す

なわち、償却費及び支払利息）はリース期間の早

い段階のほうが、その後の段階よりも大きくなる。 

借手は毎期、リース料支払債務の算定の際に用い

た見積りや判断の再評価を行い、見積りや判断の

変更が必要と判断された場合には、リース料支払

債務に対し必要な調整を行う。 

弊社のコメント 

企業はすべてのリース契約を毎期、詳細に分析

する必要はないと思われる。しかし、リース債務

を算定する際に用いた見積りや判断に影響を与

えうる事実や状況の変化を識別するためのプロ

セスを確立する必要があるだろう。 

移行規定 

提案されている基準の当初適用日に、借手は当該

日時点に存在するリースに関し、基準を簡便的な

方法で遡及適用することで、リース料支払債務及

び使用権資産を認識する必要がある。当初適用日

は、企業がこの公開草案（新基準）を適用した最初

の財務諸表に表示される比較対象期間の期首と

なる。 

貸手の会計処理 

公開草案では、貸手が使用権モデルを適用するに

際して、2 つのアプローチを用いることが提案され

ている。リースごとに、貸手は履行義務アプローチ

又は認識中止アプローチのいずれかを適用するこ

とになり、いずれのアプローチを適用するかは貸手

が原資産に関する重要なリスク、または便益を留

保しているかどうかを判断して決定される。いずれ

のアプローチによった場合でも、貸手は借手からリ

ース料の支払いを受ける権利を表象する資産を財

政状態計算書（貸借対照表）に計上する。リース債

権は、リース期間に渡って受領することが予想され

るリース料を、貸手が借手に課している利率で割り

引いた現在価値で測定される。貸手が原資産に関

する重要なリスクに晒され、または便益を享受して

いると判断される場合、貸手は履行義務アプロー

チを適用する。他方、貸手が原資産に関する重要

なリスクに晒されておらず、または便益も享受して

いないと判断される場合には、貸手は認識中止ア

プローチを適用する。 
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弊社のコメント 

貸手が原資産に関する重要なリスク、または便

益を留保しているかどうかを判断し、いずれのア

プローチ（履行義務アプローチ又は認識中止ア

プローチ）を適用するかの決定が重要となる。 

履行義務アプローチ 

履行義務アプローチでは、リースされる原資産は

貸手の経済資源であるとみなされ、リース期間に

渡って原資産を借手が使用することを、貸手は約

束しているものとされる。貸手はリースされる資産

の財政状態計算書（貸借対照表）への計上を継続

し、リースされる資産を借手に使用させる義務をリ

ース負債（履行義務）として計上する。リース負債

は当初、リース債権（貸手に発生した初期直接費

用を控除）と同額となり、リース期間に渡って履行

義務を充足していくに従い、貸手は収益を認識して

いく。借手による原資産の使用パターン（たとえば、

時の経過や使用時間）に基づく規則的かつ合理的

な方法でリース負債は償却され、リース負債の償

却に応じ、貸手は収益を認識する。当該アプロー

チでは、貸手はリース開始時（すなわち、リースさ

れる資産の引渡し時）にいかなる収益も認識しな

い。履行義務アプローチでは、貸手は通常、定額

法でリース収益を認識することになると思われ、こ

れは現行のオペレーティング・リースに係る会計処

理に類似している。実効金利法によりリース債権に

係る利息収益がリース期間に渡って認識される。

貸手はリースされる資産の償却を継続し、当該資

産は減損の検討対象ともなる。 

認識中止アプローチ 

認識中止アプローチでは、リースされる原資産に

関する経済的便益はリース開始時に借手に移転し

ているとみなされる。貸手はリースされる資産の帳

簿価額のうち、リース期間に渡って原資産を使用

する借手の権利を表象する部分について認識を中

止する。帳簿価額のうち認識を中止しない部分は

残余資産に配分される。原資産の帳簿価額は、リ

ース開始時の（認識中止部分と残余資産の）相対

的公正価値に基づき、認識中止部分と残余資産と

に配分される。残余資産は、減損もしくは使用権資

産を再評価した結果、残余資産に変動が生じる場

合を除き、事後的に再測定されることはない。認識

中止アプローチでは、貸手がリース開始時に利益

（もしくは損失）を認識することがある。実効金利法

によりリース債権に係る利息収益がリース期間に

渡って認識される。 

移行規定 

基準の当初適用日に、貸手は当該日時点に存在

するすべてのリースに関し、基準を簡便的な方法

で遡及適用することで、リース債権を認識する必要

がある。すなわち、残存受取リース料を、借手に課

している利率（リース開始日に算定）で割り引いた

現在価値でリース債権を測定する（減損考慮後）。 

履行義務アプローチを適用するリースに関し、貸手

はリース負債を認識し、以前に認識を中止した原

資産を再度計上する。貸手はリース負債について

は、当初適用日にリース債権と同様に測定し、以

前に認識を中止した資産については、償却原価

（減損及び再評価考慮後）で測定する。 

認識中止アプローチを適用するリースに関し、貸手

は残余資産を当初適用日の公正価値で認識す

る。 

提案されているその他の改訂 

セール・アンド・リースバック 

提案されているモデルでは、すべてのリースが財

政状態計算書（貸借対照表）に計上されることにな

るため、セール・アンド・リースバック取引を行った

場合でも、もはやオフ・バランスでの資金調達はで

きなくなる。加えて、公開草案には、セール・アンド・

リースバック取引の両当事者がセール・アンド・リ

ースバック会計（すなわち、資産の売却／購入とリ

ースを個別に会計処理すること）を適用するために、

充足すべき基準が定められている。提案されてい

るモデルのもと、セール・アンド・リースバック会計

を適用するためには、原資産は売却されたとみな

される必要がある。売却されたか否かは、契約終

了時に資産の支配及び資産に関するリスクと便益

のすべて（僅少な部分は除く）が買手かつ貸手であ

る当事者に移転しているかを評価することで判断

する。 
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Ernst & Young ShinNihon LLC 
 
アーンスト・アンド・ヤングについて 
アーンスト・アンド・ヤングは、アシュアランス、

税務、トランザクション・アドバイザリー・サービ

スなどの分野における世界的なリーダーです。

全世界の14万4千人の構成員は、共通のバリ

ュー（価値観）に基づいて、品質において徹底し

た責任を果します。私どもは、クライアント、構

成員、そして社会の可能性の実現に向けて、プ

ラスの変化をもたらすよう支援します。詳しく

は、www.ey.com にて紹介しています。 
 
「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アンド・ヤ

ング・グローバル・リミテッドのメンバーファームで構成

されるグローバル・ネットワークを指し、各メンバーファ

ームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・

ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責

任会社であり、顧客サービスは提供していません。   

 

新日本有限責任監査法人について 
新日本有限責任監査法人は、アーンスト・アン

ド・ヤングのメンバーファームです。全国に拠点

を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法

人業界のリーダーです。品質を最優先に、監査

および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバ

イザリーサービスなどを提供しています。アーン

スト・アンド・ヤングのグローバル・ネットワーク

を通じて、日本を取り巻く世界経済、社会にお

ける資本市場への信任を確保し、その機能を

向上するため、可能性の実現を追求します。詳

しくは、www.shinnihon.or.jp にて紹介してい

ます。 
 
アーンスト・アンド・ヤングのIFRS （国際財務

報告基準）グループについて 
国際財務報告基準（IFRS）への移行は、財務

報告における唯一最も重要な取り組みであり、

その影響は会計をはるかに超え、財務報告の

方法だけでなく、企業が下すすべての重要な判

断にも及びます。私たちは、クライアントにより

よいサービスを提供するため、世界的なリソー

スであるアーンスト・アンド・ヤングの構成員とナ

レッジの精錬に尽力しています。さらに、さまざ

まな業種別セクターでの経験、関連する主題に

精通したナレッジ、そして世界中で培ったp最先

端の知見から得られる利点を提供するよう努め

ています。アーンスト・アンド・ヤングはこのよう

にしてプラスの変化をもたらすよう支援します。 
 

© 2010 Ernst & Young ShinNihon LLC 
All Rights Reserved. 
 
本書又は本書に含まれる資料は、一定の編集を経た

要約形式の情報を掲載するものです。したがって、本

書又は本書に含まれる資料のご利用は一般的な参考

目的の利用に限られるものとし、特定の目的を前提と

した利用、詳細な調査への代用、専門的な判断の材

料としてのご利用等はしないでください。本書又は本

書に含まれる資料について、新日本有限責任監査法

人を含むアーンスト・アンド・ヤングの他のいかなるグ

ローバル・ネットワークのメンバーも、その内容の正確

性、完全性、目的適合性その他いかなる点についても

これを保証するものではなく、本書又は本書に含まれ

る資料に基づいた行動又は行動をしないことにより発

生したいかなる損害についても一切の責任を負いませ

ん。 
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人を含むアーンスト・アンド・ヤングの他のいかなるグ

ローバル・ネットワークのメンバーも、その内容の正確

性、完全性、目的適合性その他いかなる点についても

これを保証するものではなく、本書又は本書に含まれ

る資料に基づいた行動又は行動をしないことにより発

生したいかなる損害についても一切の責任を負いませ

ん。 

弊社のコメント 

取引がセール・アンド・リースバック会計を適用

するための基準を充足しない場合、売手かつ借

手である当事者及び買手かつ貸手である当事

者は当該取引を金融取引として会計処理する。

公開草案中の適用ガイダンスには、現行の

IFRS には存在しない条件が定められており、こ

の条件に従って判断した場合、移転された資産

の売却もしくは購入として会計処理することは通

常不可能となろう。これにより、取引をセール・ア

ンド・リースバックと判断するのは困難となる可

能性がある。 

サブリース 

サブリース契約では、ある当事者（中間の貸手）が

同一資産の貸手及び借手となる。すなわち、当該

当事者は原リースのもと原資産を使用する権利を

取得する一方で、サブリースでは貸手となり、原資

産の使用権を、原リースと同じ期間、もしくはそれ

より短い期間に渡り、異なる当事者に移転する。公

開草案には、サブリースから生じる資産及び負債

に関して、異なる測定規定は設けられていない。よ

って、原リースから生じる資産及び負債に対しては

借手の会計モデルが適用され、サブリースから生

じる資産及び負債に対しては貸手の会計モデルが

適用される。 

今後の動向 

公開草案では、その適用日は定められていない。

適用日は、現在進行中の多くの重要なジョイント・

プロジェクトに係る他のプロジェクトの一環として検

討される予定である。両審議会は 2010 年 12 月

15 日までに公開草案に対するコメントを提出する

ことを求めており、現在、2011 年に最終基準の公

表を予定している。提案されているモデルにより現

行の実務が大幅に変更されることになり、この変更

が資産をリースしている企業に与える影響を判断

するには相当の労力が必要となることもありうる。

弊社は、提案されているモデルの内容を確認し、

各企業に与えうる影響を分析することを推奨してい

る。加えて、弊社は提案されているモデルに関する

見解や当該モデルの事業への影響を評価した際

に識別した懸念や提言について、両審議会にコメ

ント・レターを提出することを推奨している。弊社は、

企業が提案されているモデルをより深く理解するこ

とができるように、2010 年 9 月により詳細な文書

を提供する予定である。■ 

 


